
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日
受
領

答

弁

第

七

五

号

内
閣
衆
質
一
八
〇
第
七
五
号

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

野

田

佳

彦

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
渡
辺
喜
美
君
提
出
除
染
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
渡
辺
喜
美
君
提
出
除
染
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た

放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
七
条
に
基
づ
き
策
定
し
た
基
本
方
針
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
一
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
は
、
法
第
三
十
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
除
染
実
施
区
域
に
つ
い
て
、
「
そ
の
区
域
の
追
加
被
ば
く
線
量
が
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
上
と

な
る
区
域
」
を
対
象
と
し
て
お
り
、
除
染
実
施
区
域
に
係
る
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
（
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
土

壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
方
針
と
し
て
、
「
除
染
実
施
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
・
・
・
優

先
順
位
や
実
現
可
能
性
を
踏
ま
え
た
計
画
と
す
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
原
発
事
故
の
収
束
及
び
再
発
防
止
担
当
大
臣
の

下
に
開
催
さ
れ
て
い
る
放
射
性
物
質
汚
染
対
策
顧
問
会
議
の
下
で
開
催
さ
れ
た
、
有
識
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
低
線
量
被
ば

く
の
リ
ス
ク
管
理
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
の
報
告
書
に
お
い
て
、
「
除
染
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
適
切
な
優
先

順
位
を
つ
け
、
参
考
レ
ベ
ル
と
し
て
、
例
え
ば
ま
ず
は
二
年
後
に
年
間
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
ま
で
、
そ
の
目
標
が
達
成
さ
れ

た
の
ち
、
次
の
段
階
と
し
て
年
間
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
ま
で
と
い
う
よ
う
に
、
漸
進
的
に
設
定
し
て
行
う
こ
と
。
」
と
し
て

一



い
る
。
こ
う
し
た
除
染
の
実
施
に
係
る
優
先
順
位
等
の
基
本
的
な
考
え
方
を
念
頭
に
お
い
て
、
同
基
本
方
針
に
お
い
て
は
、

追
加
被
ば
く
線
量
が
比
較
的
高
い
地
域
と
低
い
地
域
を
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
除
染
方
法
と
し
て
、
「
追
加
被

ば
く
線
量
が
比
較
的
高
い
地
域
に
つ
い
て
は
、
・
・
・
適
当
で
あ
る
。
追
加
被
ば
く
線
量
が
比
較
的
低
い
地
域
に
つ
い
て
も
、

・
・
・
適
当
で
あ
る
。
」
と
し
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
追
加
被
ば
く
線
量
が
比
較
的
高
い
地
域
と
低
い
地

域
を
分
け
る
基
準
」
を
明
確
に
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
除
染
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
追
加
被
ば
く
線
量
、
土
地

利
用
の
状
況
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
追
加
被
ば
く
線
量
が
比
較
的
高
い
地
域
及
び
低
い
地
域
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、

適
切
な
措
置
を
採
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

放
射
線
量
低
減
対
策
特
別
緊
急
事
業
費
補
助
金
取
扱
要
領
に
お
い
て
も
、
御
指
摘
の
「
追
加
被
ば
く
線
量
が
比
較
的
高
い

地
域
と
低
い
地
域
を
分
け
る
基
準
」
を
明
確
に
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
取
扱
要
領
に
お
い
て
は
、
迅
速
か
つ
効

果
的
、
効
率
的
な
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
進
め
る
た
め
、
追
加
被
ば
く
線
量
、
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
の
効
果
等
を

総
合
的
に
勘
案
し
て
、
追
加
被
ば
く
線
量
が
比
較
的
高
い
地
域
及
び
低
い
地
域
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
適
切
と

考
え
ら
れ
る
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
補
助
金
の
対
象
と
な
る
除
染
事
業
と
し
て
示
し
て
い
る
。

四
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

二



除
染
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
除
染
実
施
計
画
等
に
基
づ
き
実
施
す
る
こ
と
と

し
て
お
り
、
当
該
計
画
等
に
基
づ
く
措
置
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
を
踏
ま
え
、
関
係
原
子
力
事
業
者

で
あ
る
東
京
電
力
株
式
会
社
の
負
担
の
下
に
実
施
さ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

三


